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〈別紙１〉 

介護老人保健施設シルバーポートつかばら 

◇◇ 通所リハビリテーション  ご案内 ◇◇ 
（2026年 6月 1日現在） 

 

施設の概要 
 

 (1) 施設の名称等 

施 設 名 老人保健施設シルバーポートつかばら 

開 設 年 月 日 １９９６年(平成８年) ４月 １日 

所 在 地 長野県 佐久市 塚原 1894番地 1 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

0267 – 64 – 1691 

0267 – 66 - 1719 

管 理 者 名 社会医療法人 恵 仁 会  理事長  黒 澤 一 也 

シルバーポートつかばら   施設長  桑 原 一 朗 

介護保険指定番号 介護老人保健施設 （ ２０５１７８００３５号 ） 

 

 (２) 介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護・医学的管理の下での介護・リハビリテーション、その他必要な

医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に

応じた日常生活を営むことができるように支援し、１日でも早く家庭での生活に戻ることができ

るように、また短期入所療養介護や通所リハビリテーションといった居宅サービスを合わせて提

供することにより、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるように、という在宅ケ

アを支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場合には療養環境の調整などの

退所時の支援も行います。 

 この目的に沿って、当施設では以下のような施設理念を定め、明るく家庭的な雰囲気のもと、

常に利用者の立場に立った運営を心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 介護老人保健施設の対象者 

 年齢６５歳以上で、要介護認定における介護度が１～５の認定を受けられた方。または、

年齢４０～６４歳で初老期の認知症、脳血管疾患などの老化に起因する１６のご病気（特定

疾病）によって、要介護１～５の認定を受けられている方が対象となります。（但し、入院治療

の必要のない状態の方に限ります） 

（短期入所療養介護・通所リハビリテーションにおいては、“要支援”の方も対象となります） 

 利用に関しては、施設入退所委員会に於いて判定の上、決定させていただきます。 

 

老人保健施設シルバーポートつかばら 理念 

   ～ 地域の皆様の生活を尊重し 

    地域の皆様に信頼され 

        地域の皆様に安心いただける サービス提供を目指します ～ 



(４) 職員体制 

医 師 １名以上 （常勤換算 ０.９名以上）（入所・通所含む） 

薬 剤 師 １名 （常勤換算 ０.２３名以上） 

看 護 職 員 ８名以上 （常勤） 

介 護 職 員 ２０名以上 （常勤） 

作 業 療 法 士 １名以上 （常勤） 

理 学 療 法 士 １名以上 （常勤） 

言 語 聴 覚 士 １名以上 （非常勤） 

管 理 栄 養 士 １名以上 （常勤） 

支 援 相 談 員 ２名以上 （入所・通所含む） 

（介護支援専門員） 常    勤 １名以上 

事 務 職 員 常    勤 ３名以上 

そ の 他 職 員 非 常 勤 １名以上 

 

(５) 定員    

入所定員 ３階 ５０名 ２階 ２０名（認知症専門棟） 合計 ７０名 

 ３階： 個室 ４室 ２人室 １３室 ３人室 ４室 ４人室 ２室 

 ２階： 個室 ４室 ２人室  ４室 ４人室 ２室  

通所リハビリテーション定員 ４０名   

 

サービス内容 

◆ サービス利用の説明にあたり、利用希望の方の介護保険証を確認させていただきます。 

◆ 居宅サービス計画（ご利用者あるいはご利用者が指定された居宅介護支援事業所にて作
成）に基づき、サービスをご利用いただくこととなります。 

◆ サービス利用の申請にあたり、利用者の病状・身体状況等確認の上、申込みに必要となる
施設所定の用紙の記載・提出をいただき、施設利用判定会議にて検討の上、利用決定させ
ていただきます。また、利用開始前に利用者の居宅を訪問し、送迎の方法等を含めたサービ
ス提供の内容について確認させていただきます。 

◎ 利用日及び時間帯 

 利 用 日 ： 月曜～土曜まで実施 

 サービス実施時間： 午前８時３０分～午後５時３０分 

 時 間 外 ： 上記サービス実施時間以前・以後の延長サービスの利用も可能です。 
（延長利用における送迎はご家族の方にお願いいたします。延長
利用に伴う朝食・夕食の提供も致します。） 

 
① 通所リハビリテーション計画の立案 

 通所リハビリテーションの提供に関しては、居宅介護支援事業者の居宅サービス計画
の内容を踏まえ、施設療法士(ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等)による身体能力の評価を基に通所リハ
ビリテーション計画を作成し、サービス提供をいたします。 

② 食 事 

  当施設では、施設厨房にて調理された食事をお摂りいただきます。 

 ・ 

・ 

・ 

朝 食 

昼 食 

夕 食 

： 

： 

： 

７時３０分から 

１２時００分から 

１８時００分から 

 



③ 入 浴 

  一般浴槽・特殊浴槽にて対応いたします。利用における回数・方法等は居宅サービス計
画に拠ります。 

④ 医学的管理・看護 

  老人保健施設は、入院の必要の無い程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護

職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして必要な医療・看護を行います。ご利

用時には、血圧と体温の測定を行います。 

⑤ 介 護 

  ご利用者個々の身体状況に合わせ、必要な介護サービスを実施いたします。 

⑥ リハビリテーション 

  個別機能訓練が必要とされる方は、原則として医師の指示を受けた理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士が、個人の状態・目的に合わせたリハビリテーションを実施致します。 

⑦ 相談援助サービス 
  施設には支援相談の専門職種として、支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談
下さい。また、要望や苦情なども支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いた
します。 

⑧ 利用における送迎 

  施設車両での送迎が可能です。サービスの提供は居宅サービス計画に拠ります。 
原則として、  

 迎え： 施設発 午前 8時 40分 
午前９時００分－午前１０時００分 

送り： 施設発 午後 4時 20分 
午後１６時３０分－午後１７時３０分頃 

 となります。  

 尚、当日の欠席連絡は午前８時００分頃よりお願い致します。上記以前・以後の送迎
は、ご家族の方にお願いいたします。 

⑫ その他 

※ これらのサービスの中には、基本料金とは別に、ご利用者から利用料金をいただくものも

ありますので、具体的にご相談ください。 

 

 

利 用 料 

介護保険制度では、要介護認定による介護度によって、利用料金が異なります。詳細について

は、“別紙 利用料金表”にてご確認下さい。 

月末締めにて請求書を発行いたします。お支払い方法は、原則として指定口座からの引き落と

しとさせていただきますが、ご希望に応じ、施設窓口でのお支払い、施設指定口座への振り込み

によるお支払いも可能です。利用契約時にお支払い方法をご指定下さい。 

 

 

協力医療機関 

 当施設では、併設診療所に加え、病院・歯科診療所に協力をいただいておりますので、
利用者の状態が急変したような場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 協 力 医 療 機 関 ： 社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 

  佐久市中込１丁目１７番地 

 協力歯科医療機関： なかむら歯科 

  佐久市岩村田 1929番地 1 

 



非常災害対策 
防 災 訓 練 年２回以上実施 

防 災 設 備 スプリンクラー設備： 全館 屋内消火栓： 全７か所 

 消火器： 全１９本 その他： 自動火災報知設備、誘導灯等 

 

 

禁止事項 
 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の    

“営利行為” “宗教の勧誘” “特定の政治活動” は禁止いたします。 

 

 

持ち物 
 初回及び、変更になった際は「介護保険証」、「介護保険負担割合証」、「医療保険証」

（７５歳以上の方は後期高齢者医療被保険者証）を事務までお持ちください。 

・サービス利用表 

・入浴希望の方：着替え一式、タオル(大小各１枚)、ビニール袋 

・おむつ類使用の方：使用しているおむつ類(２～３回分) 

・日中服薬のある方：くすり（薬状・おくすり手帳を、初回及び、変更になった際は看護

師へご提供ください。）※お薬を持参の際は、連絡帳のポケットへお入れください。 

・歯ブラシ（初回にお預かりいたします） 

・連絡帳（初回に施設で用意いたします） 

・ファイルケース 

 

 

施設利用にあたっての留意事項 
・ 動きやすい服装、履き物（運動靴、リハビリシューズ等）でお越し下さい。 

・ 持ち物や衣類には、必ず記名をお願いいたします。 

・ 「連絡帳」には、ご家庭でのご様子、介護上の悩み事、要望、苦情など様々な事に関して遠慮

無くご記入下さい。施設側からも、利用中のご様子、連絡事項等記載させていただきます。 

・ 貴重品等の持ち込みはご遠慮願います。 

 

 

その他 
ご不明な点等につきましては、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

老人保健施設シルバーポートつかばら 



◇通所リハビリテーション日課表◇（３～４時間） 

８：３０ 

８：４０ 

 家族送迎受け入れ 

施設送迎開始 
 

９：４５  健康チェック 

お茶（水分補給）   個別リハビリ 入 浴 

（一般浴 ・ 特殊浴） １０：３０  レクリエーション ・ 作業活動 

個別リハビリ 

１２：００ 

 

 昼 食 

口腔ケア  清潔ケア  個別リハビリ 
 

１３：１５  施設送迎開始 ・ 家族送迎受け入れ 

終 了 
 

◇通所リハビリテーション日課表◇（５～６時間） 

８：３０ 

８：４０ 

 家族送迎受け入れ 

施設送迎開始 
 

９：４５  健康チェック   

お茶（水分補給）   個別リハビリ 入 浴 

（一般浴 ・ 特殊浴） １０：３０  レクリエーション ・ 作業活動 

個別リハビリ   ・ 清潔ケア 

１２：００ 

 

１３：４５ 

 昼 食       休  憩 

個別リハビリ      ↓ 

口腔ケア     午後活動開始 

 

１４：００  レクリエーション ・ 作業活動 

個別リハビリ 

入 浴 

（一般浴 ・ 特殊浴） 

１５：００  施設送迎開始 ・ 家族送迎受け入れ 

終 了 
 

◇通所リハビリテーション日課表◇（６～７時間） 

８：３０ 

８：４０ 

 家族送迎受け入れ 

施設送迎開始 
 

９：４５  健康チェック 

お茶（水分補給）   個別リハビリ 入 浴 

（一般浴 ・ 特殊浴） １０：３０  レクリエーション ・ 作業活動 

個別リハビリ   ・ 清潔ケア 

１２：００ 

 

１３：４５ 

 昼 食       休  憩 

個別リハビリ      ↓ 

口腔ケア     午後活動開始 

 

１４：００  レクリエーション ・ 作業活動 

個別リハビリ 

入 浴 

（一般浴 ・ 特殊浴） 

１５：１０  お 茶  ・  おやつ 

個別リハビリ 
 

１６：２０ 

１７：３０ 

 施設送迎開始 ・ 家族送迎受け入れ 

終 了 
 

 



2026 年 6 月改定 

老人保健施設シルバーポートつかばら ＜別紙 2-3＞ 

 

【1】介護給付の自己負担額  

* 
 
 

通所リハビリテーション費 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担

分（1割）です。尚、一定以上所得のある方は2割または3割負担となりますので負担割合証をご確認下さい） 
 

 《2時間以上 3時間未満》    《3時間以上 4時間未満》  

 

 

要介護１ 383円  

 

要介護１ 486円  

 要介護２ 439円  要介護２ 565円  

 要介護３ 498円  要介護３ 643円  

 要介護４ 555円  要介護４ 743円  

 要介護５ 612円  要介護５ 842円  

 《4時間以上 5時間未満》    《5時間以上 6時間未満》  

 

 

要介護１ 553円  

 

要介護１ 622円  

 要介護２ 642円  要介護２ 738円  

 要介護３ 730円  要介護３ 852円  

 要介護４ 844円  要介護４ 987円  

 要介護５ 957円  要介護５ 1,120円  

 《6時間以上 7時間未満》    《7時間以上 8時間未満》  

 

 

要介護１ 715円  

 

要介護１ 762円  

 要介護２ 850円  要介護２ 903円  

 要介護３ 981円  要介護３ 1,046円  

 要介護４ 1,137円  要介護４ 1,215円  

 要介護５ 1,290円  要介護５ 1,379円  

         

 《1時間以上 2時間未満》     

  要介護１ 369円 
※ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤

で 2 名以上配置している 理学療法士等体制強化加算 とし

て、左記 通所リハビリテーション費に 1 日につき 30 円加算さ

れます。 

  要介護２ 398円 

  要介護３ 429円 

  要介護４ 458円 

  要介護５ 491円 
  

 

＊ 当該通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が8時間以上と
なった場合  

延長加算として  1時間 50円 

 8時間以上 9時間未満 50円  11時間以上 12時間未満 200円 

9時間以上 10時間未満 100円  12時間以上 13時間未満 250円 

10時間以上 11時間未満 150円  13時間以上 14時間未満 300円 

  



2026 年 6 月改定 

  

＊ 退院時共同指導加算： 1回につき600円 
入院中の者が退院時、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退

院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回の通所リハビリテーションを行った場合 

＊ 入浴介助加算（Ⅰ）：1日につき40円 
入浴介助を適切に行うことが出来る人員及び設備を有して、入浴介助を行った場合 

＊ 入浴介助加算（Ⅱ）：1日につき60円 
医師等が居宅を訪問し、浴槽における動作及び環境を評価、助言しており、理学療法士等が医師との連携の下、入

浴計画を作成し、個浴または利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行った場合 

＊ 理学療法士等が通所開始日から１月以内にご自宅へ訪問し、診察・運動機能検査・作業能力検査等を行い、
介護支援専門員や他の居宅サービス事業所と連携をとっており、医師、理学・作業療法士、言語聴覚士その
他の多職種が共同し継続的にリハビリテーションの質を管理し、リハビリテーションの実施に当たっては、
医師が理学療法士等に留意事項等の指示を行っている場合 

 リハビリテーション 
マネジメント加算 イ 

6ヶ月以内 560円／月 リハビリテーション計画について理学療法士等

が説明した場合 6ヶ月以降 240円／月 

リハビリテーション 
マネジメント加算 ロ 

6ヶ月以内 593円／月 イ に加え、リハビリテーション計画書の内容を

厚生労働省に提出し活用している場合 6ヶ月以降 273円／月 

リハビリテーション 
マネジメント加算 ハ 

6ヶ月以内 793円／月 ロ に加え、管理栄養士を配置し、多職種が共

同して栄養アセスメント及び口腔アセスメント

を行っている場合 6ヶ月以降 473円／月 

事業所の医師が利用者又は家族に対して
説明し、同意を得た場合 

上記に加えて 

270円／月 
 

 

  

＊ 短期集中個別リハビリテーション実施加算：１日につき110円 
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご利用者に対して、退院日又は認定日から起算して、3月以内の期間

に個別リハビリテーションを集中的に行った場合 

＊ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）：１日につき240円 
認知症のご利用者に対して、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断し、医師又は理学療

法士、作業療法士等が退院・退所日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内の期間に限り、１週間に2日を限度とし

て、集中的なリハビリテーションを個別に行った場合 

＊ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）：１月につき1,920円 
認知症のご利用者に対して、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断し、医師又は理学療

法士、作業療法士等が退院・退所日又は通所開始月から起算して3ヶ月以内の期間に限り、１か月に4回以上、集中

的なリハビリテーションを行った場合  ※（Ⅰ）との併算はできません 

＊ 若年性認知症受入加算：１日につき60円 
若年性認知症患者を受入れ、個別の担当者を定めご本人やご家族の希望を踏まえたサービスを提供した場合 

＊ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）：１回につき20円（6か月に1度） 
利用開始時および利用中 6 か月ごとに、口腔の健康状態および栄養状態について確認し、その情報を介護支援専

門員に提供している場合 

＊ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）：１回につき5円（6か月に1度） 
栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、

その情報を介護支援専門員に提供している場合 

＊ 口腔機能向上加算（Ⅰ）：1回につき150円（利用開始月より3か月以内、月2回を限度） 
看護師または言語聴覚士等を配置し、利用開始時に口腔機能を把握して、多職種で共同して口腔機能改善管理指導

計画を作成している。作成した計画に基づき言語聴覚士等がサービスを行い、定期的に評価している場合 

＊ 口腔機能向上加算（Ⅱ）：1回につき160円（利用開始月より3か月以内、月2回を限度） 
口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、計画書等の情報を厚生労働省に提出し有効に活用している場合 

リハビリテーションマネジメント加算 ハ を算定している場合は、1回につき155円／回 
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＊ 栄養アセスメント加算： １月につき50円（口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算は不可） 
管理栄養士を配置し、多職種が共同して栄養アセスメントを行い、ご利用者、ご家族にその結果を説明し、必要な相

談に応じる。また、利用者毎の栄養状態の情報を厚生労働省に提出しその情報を活用している場合 

＊ 栄養改善加算： １回につき200円 
管理栄養士を配置し、利用開始時に栄養状態を把握して、管理栄養士等が共同して作成した、摂食・嚥下機能・食形

態に配慮した計画に基づき、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っている。また英湯改善サービスの提供にあ

たり、必要に応じて居宅を訪問している場合 

＊ 生活行為向上リハビリテーション実施加算：  1月につき1,250円（利用開始月より6か月以内） 
研修を修了した作業療法士等が配置され、リハビリテーション実施計画に基づいたリハビリテーションを行い、計画

で定めた目標の達成状況等をリハビリテーション会議で報告している場合 

＊ 重度療養管理加算： 1日につき 100円（１時間以上２時間未満のサービスを除く） 
要介護度３,４,５のご利用者に対し、計画的な医学的管理のもと通所リハビリテーションを提供した場合 

＊ 中重度者ケア体制加算： 1日につき20円 
基準の人員配置を満たした事業所で、要介護３,４,５のご利用者の占める割合が30％以上の場合 

＊ 移行支援加算： 1日につき12円 
通所リハビリテーションを終了され、指定通所介護等事業所へ移行するにあたり、リハビリテーション計画書
を発行し、また、リハビリテーションの提供を終了した日から14日以降44日以内に電話等により通所介護等
の実施状況を確認、記録した場合 

＊ 科学的介護推進体制加算： 1月につき40円 
入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的情報を3カ月に1度厚生労働省に提
出し、必要に応じて計画を見直すなど、必要な情報を活用している場合 

＊ リハビリテーション提供体制加算： 
リハビリ専門職の手厚い体制を構築し、リハビリマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合 

  ３時間以上 ４時間未満 12円／回  

４時間以上 ５時間未満 16円／回  

５時間以上 ６時間未満 20円／回  

６時間以上 ７時間未満 24円／回  

７時間以上 28円／回  
  

＊ 送迎減算：片道につき －47円    
 利用者に対して、居宅と事業所の間の送迎を行わない場合 

＊ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算：所定単位数に5％加算  
 通常の事業実施地域を超え、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域へサービス提供を行った場合 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）： 1回につき22円 

介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が70％以上または、勤続10年以上の介護福祉士が25％以上である場合 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）： 1回につき18円 

介護職員の総数の内、介護福祉士が締める割合が５０％以上である場合 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）： 1回につき18円 
介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が4０％以上または、勤続７年以上の介護福祉士が30％以上である場合 

＊ 介護職員処遇改善加算（Ⅰロ）： 所定単位数に 11．1％ に相当する額を加算 
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【２】予防給付の自己負担額  

＊ 介護予防通所リハビリテーション費（1月につき） 

 要支援１ 2,268円  

 要支援２ 4,228円  

 

＊ 利用を開始した日の属する月から 12カ月を超えた期間利用した場合： 
要支援1： 1月につき 120円 減算    要支援2： 1月につき240円 減算 

※以下の場合は減算を行わない。 
・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、 
リハビリテーション計画を見直していること。 
・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に 
当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

＊ 生活行為向上リハビリテーション実施加算： 1月につき562円（利用開始月より6か月以内） 
研修を修了した作業療法士等が配置され、リハビリテーション実施計画に基づいたリハビリテーションを行い、計画で

定めた目標の達成状況等をリハビリテーション会議で報告している場合。 

＊ 若年性認知症受入加算： １日につき240円 
若年性認知症患者を受入れ、個別の担当者を定め本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合。 

＊ 栄養アセスメント加算： １月につき50円（口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算は不可） 
管理栄養士を配置し、多職種が共同して栄養アセスメントを行い、ご利用者、ご家族にその結果を説明し、必要な相談

に応じる。また、利用者毎の栄養状態の情報を厚生労働省に提出しその情報を活用している場合。 

＊ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）： １回につき20円（6か月に1度） 
利用開始時および利用中 6 か月ごとに、口腔の健康状態および栄養状態について確認し、その情報を介護支援専門

員に提供している場合。 

＊ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）： １回につき5円（6か月に1度） 
栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、そ

の情報を介護支援専門員に提供している場合。 

＊ 栄養改善加算： １回につき200円 
管理栄養士を配置し、利用開始時に栄養状態を把握して、管理栄養士等が共同して作成した、摂食・嚥下機能・食形態

に配慮した計画に基づき、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っている。また英湯改善サービスの提供にあたり、

必要に応じて居宅を訪問している場合。 

＊ 口腔機能向上加算（Ⅰ）： 1回につき150円（利用開始月より3か月以内、月2回を限度） 
看護師または言語聴覚士等を配置し、利用開始時に口腔機能を把握して、多職種で共同して口腔機能改善管理指導計

画を作成している。作成した計画に基づき言語聴覚士等がサービスを行い、定期的に評価している場合。 

＊ 口腔機能向上加算（Ⅱ）： 1回につき160円（利用開始月より3か月以内、月2回を限度） 
口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、計画書等の情報を厚生労働省に提出し有効に活用している場合。 

＊ 一体的サービス提供加算： 1月につき480円 
栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施し、利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日

において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１

月につき２回以上設け、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していない場合。 

＊ 科学的介護推進体制加算： 1月につき40円 
入所者ごとの、ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的情報を３が月に１度厚生労働省に提出し、必要

に応じて計画を見直すなど、必要な情報を活用している場合。 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）： 要支援1： 1月につき88円  要支援2： 1月につき176円 
介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が70％以上または、勤続10年以上の介護福祉士が25％以上である場合。 
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＊ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）： 要支援1： 1月につき72円  要支援2： 1月につき144円 
介護職員の総数のうち、介護福祉士が締める割合が５０％以上である場合。 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）： 要支援1： 1月につき24円  要支援2： 1月につき48円 
介介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が4０％以上または、勤続７年以上の介護福祉士が30％以上である場合。 

＊ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）： 所定単位数に 11.１％に相当する額を加算 

  

【3】当施設として定めた利用料  

食費（おやつ代含む）  890円 ※延長時ご希望の場合 朝食：５4０円 夕食：74０円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いただきます。 

＊ 日用生活品費（1日につき） 150円   

     石鹸、シャンプー、ボディーソープ、ペーパータオル、おしぼり、歯磨き粉等の費用 

＊ 教養娯楽費（1日につき） 90円   

     レクリエーション、グループワーク等で使用する材料・物品・遊具等の費用 

＊ 特別な食費  

 
・経口摂取を継続するための食品の提供（1品につき） 82円   
経管栄養の方法等において、個々の状態に応じ経口からの食品を提供する場合お支払いただきます。 

 ・おやつにかかる食材料費 140円   
   

 ・栄養補助食品（1品につき）  

  通常の食事に加え、個々の状態に応じた栄養補助食品を提供する場合お支払いただきます。 
 提供する食品によって金額が異なりますのでご確認下さい。 

 

 

 

 



 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事 業 所 名 
老人保健施設 
シルバーポートつかばら 

 

サービスの種類 
 入所介護 
 短期入所療養介護 
 通所リハビリテーション 

管理者氏名 桑 原  一 朗  苦情処理担当者氏名 

竹 内  信 子  
山 田  健 一  
長谷川光昭  
清 水  恒 季  
鳴 澤  智 之  

 
１． ご利用者からの相談、苦情等に対する常設の窓口（具体的な仕組み等の説明） 

 管理者（施設長） 桑原 一朗 TEL：０２６７－６４－１６９１ 

 （施設看護師長） 竹内 信子 

 施設内苦情担当責任者 
・入所サービス担当 
・通所サービス担当 
・会計、事務一般担当 

竹内 信子 
長谷川 光昭 、清水 恒季 
山田 健一 
鳴澤 智之 

２． 苦情処理手順 

① ご利用者から苦情を受け付けた職員は、その内容を的確に把握し、報告書に記入した上
で、苦情処理担当者 → 管理者へ報告する。 

② 管理者・苦情処理担当者は、報告書を吟味した上で、ご利用者に確認をとる。 

③ 苦情の内容により、講ずるべき措置について以下の関連諸機関と協議する。 

 イ）佐久市高齢者福祉課またはご利用者の居住する市町村担当課 

 ロ）担当民生委員 

 ハ）かかりつけ医 

 ニ）地域包括支援センター 

 ホ）居宅介護支援事業所 

④ 事業所内部の話し合いで処理が可能な苦情については、スタッフ全員で講ずる措置につ
いて協議する。 

⑤ 協議結果を報告するため、苦情処理担当者がご利用者、ご家族に説明を行う。状況に応
じて、ご自宅に赴き説明するとともに、誠意を持って謝罪する。 

⑥ ご利用者の理解・承諾が得られた場合、必要に応じて同意書に署名してもらう。 

⑦ 苦情処理報告書を協議した関連機関に提出し、ファイルに保管する。 

⑧ 市町村及び国民健康保険団体連合会の指導 調査に協力する。 

３． 職員に対する苦情処理対応の研修計画等（年間の職場内研修及び職場外研修等） 

① 年間の職場内研修 

 ・年度初め、年度半ば、年度末を中心に年数回の苦情処理対応マニュアルの学習会 
を実施する。 

 ・ご利用者からの苦情が出た時点で、原因と対策について検討会を行う。 

 ・年４回実施する家族介護教室に於て、ご利用者家族から意見・要望を伺う懇談会を実
施して、ご利用者の生の声に接する機会を待つ。 

 ・年２回実施する第三者委員会に於て、受け付けた苦情内容等について報告を行い、対
応その他についてご意見を戴く。 

② 職場外研修 

 全国老人保健施設協会、長野県介護センター等が主催する研修会に、定期的に数名ずつ
職員を派遣する。 

 



 

 

〈別紙３〉 

個 人 情 報 の 利 用 目 的 

（ ２０２５年 ６月 １日現在 ） 

 

 

 老人保健施設シルバーポートつかばら では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の

下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

  〔老人保健施設内部での利用目的〕 

     ・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

     ・介護保険事務 

     ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

        ― 入退所等の管理 

        ― 会計・経理 

        ― 事故等の報告 

        ― 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

  〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

     ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち・・・ 

        ― 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援 
                  事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

        ― 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

        ― 検査検体業務の委託その他の業務委託 

        ― 家族等への心身の状況説明 

     ・介護保険事務のうち 

        ― 保険事務の委託 

         ― 審査支払機関へのレセプトの提出  

        ― 審査支払機関または保険者からの照会への回答 

     ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届出等 

 

 

【上記以外の利用目的】 

  〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

     ・当施設の管理運営業務のうち 

        ― 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

        ― 当施設において行われる学生の実習への協力 

        ― 当施設において行われる事例研究 

 

  〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

     ・当施設の管理業務のうち 

        ― 外部監査機関への情報提供 
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